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今井

現在は？
特別養護老人ホーム松寿苑で
生活相談員をしています。
若狭町の好きなところは？
みんな穏やかでゆったりして
いるところ。
理想のタイプは？
がっちりした年上の人です。一
緒にいて楽な人がいいなと思
います。
今行ってみたい場所は？
マウンテンバイクを買ったの
ですが、まだ近場と歯医者に
しか行っていないので、まず
小浜まで行きたいです。
今はまっていることは？
海外ドラマです。グリーとクリ
ミナル・マインドを全シーズン
見たいと今がんばってます！
家族へ一言！
いつも寝起きが悪く迷惑かけ
てすみません。朝は私にかま
わずそっとしておいてくださ
い。

現在は？　
アイちゃん堂で、福祉用具のレ
ンタル・販売をしています。
若狭町の好きなところは？
友達がたくさんいるところ。食
べ物がおいしいところ。
理想のタイプは？　
料理が上手な子。笑顔が素敵
な子。
今行ってみたい場所は？
東京や沖縄に行きたいです。
今はまっていることは？
ハンドベル、仕事、ワンピース。
趣味は？
ハンドベル、読書、野球。
友達へ一言！
ユウヤ君、結婚おめでとう。幸
せな家庭を築いてください。
幸せを感じる瞬間は？
利用者さんの笑顔を見たとき
は、この仕事をしていてよかっ
たなと感じます。

　発足約３０年を迎えた気山剣道教室の子どもたちは、「気力」の教室旗のもと、一生懸命剣道に励
んでおられます。
　指導者の皆さんは、「基本を中心として、試合に勝つことだけではなく、礼儀や作法なども剣道を
通して子どもたちが身に付けられるよう指導しています。教室旗にも書いてあるように、気合だけで
は負けないよう、子どもたちには伝えています。この教室では、子どもたちが剣道を楽しいと感じても
らいたいですね。」と、熱く指導しておられました。
　また、「気山小学校校下親子剣道まつりを開催しており、子どもたちが教室ＯＢの方や地元の方な
どと交流する機会があります。地元の人 と々交流することで気山
と剣道をより好きになって欲しいと思っています。」と、語ってく
ださいました。
　指導者や保護者の方に見守られ、互いに声を掛け合いなが
ら、一生懸命練習に励んでいる姿が印象的でした。また練習中
には、厳しさの中にも楽しさが感じられました。

ハンドベル
ハマりました！

登録メンバー　１４名

指導者

 代表：深川　直広

　土井　清司、河原　辰樹、

　坪田　六巳、大野　尚紀、

　金倉　健一、深川　晃、

　深川　文恵

練習日

 毎週水曜日 19：00～21：00

稽古場所

 気山小学校　体育館

主な大会

 若狭町少年剣道大会、嶺南剣

 道大会、県少年剣道練成大会

ふれあいネットワーク

若狭町気山 ２８歳
Ａ型 かに座（独身）

美浜町佐田 ２７歳
A型   みずがめ座（独身）

自転車で
遠くに行きたい！

智里
松永

気 山 剣 道 教 室気 山 剣 道 教 室
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　若狭町社協では、自分たちの身近な生活の問題を集落の課題として取り上げ、自分たちで良くしていこうとする活動を応

援するための事業として、小地域福祉活動推進モデル事業を実施しています。モデル指定は３年間で、助成金は単年度ごと

に１０万円です。

　今回は、平成２４年度に指定を受けている６集落の活動について、ご報告いたします。

自分たちが暮らす集落を自分たちで考え、自分たちのまちを良くするための活動

を実施する協働の地域づくり。若狭町社協では、そのような活動を応援します。

【小地域福祉活動推進モデル事業に関するお問い合わせ先】

　若狭町社会福祉協議会　パレア若狭本所　TEL：0770-62-9005　担当：内藤

　向笠区は、ふるさと向笠を守るため、

区民同士がお互いに助け合うシステム

づくりを目指して活動しています。1

年目の活動として、向笠区の伝統と魅

　

力を再認識し、これからの世代へ伝

えていくことを目的に全区民協力によ

る歓迎イベント『きば～ろ向笠大博覧

会』を実施しました。

　当日は悪天候にもかかわらず、多く

の区民が参加しました。会場内には、

食文化・屋台・バザー・マーケット・

昔遊び体験の５つのコーナーが設けら

れました。どのコーナーも全区民参加

と手づくりをキーワードに、趣向をこ

らしたものとなっており、子どもから

大人までが共に楽しみ、交流する絶

好の機会となりました。このイベント

を通して、子どもたちは楽しみながら

伝統文化を学び、大人は次世代に伝え

ていく重要性を実感したようです。

　来年度以降は、このイベントを起爆

剤に「梅の郷」の再生計画を進めるた

め、梅オーナーを募集し、梅の食材を

利用した料理づくり、古民家を利用し

た梅もぎ体験等の実施を検討していま

す。

　横渡区では、ひとり暮らし高齢者や

高齢者世帯などの「気がかりな方」が

増えているという現状を踏まえ、日頃

の見守り体制の構築・世代間交流の活

性化・ふれあいの場づくりなどに取り

組んでいます。

　今年は世代間交流の輪を広げる一つ

の活動として、今まで子どもたちだけ

で行なっていたラジオ体操へ

の参加を全区民に呼びかけました。そ

の結果、子どもから高齢の方まで多く

の方の参加があり、今までお互いあま

り知らなかった者同士が顔を合わせ、

交流する良いきっかけとなりました。

　また、災害などの緊急事態に強いコ

ミュニティづくりを目指す一歩として、

災害時などにどの世帯がどのような手

助けを必要としているか調査・把握し、

マップ作成やマニュアルづくり、救急

キットの配布も進めています。

■グリーンハイツ自治会（１年目）
新興住宅地であるグリ

ーンハイツ自治会では、

区内での付き合いが他区

と比べると希薄な状況で

す。モデル事業によって、

今までにない区民参加型

の事業に取り組んでいま

　　　　　　　　　　　　　　    す。

　　　　　　　　　　　　　　　  　1年目は、どろんこ相

撲大会やそば打ち体験などを企画し、区民へ参加を呼びか

けました。当日は幅広い年代の方が参加され、区民同士の

交流の機会となりました。イベントを通じて、区民のつな

がりが実感できたようです。

　今後の課題は、それぞれの世代の交流の場を設けた上で、

世代間の距離を縮めていくことであると認識しています。

すでに各年代から代表者を集め、お互いの立場を理解する

ために話し合いの場を持つなどの協議を進めています。今

後も、「住民の結束力をより高めるための具体的な活動を

企画していきたい」と意欲を燃やしています。

■持田区（２年目）
　持田区では、「持ちつ持たれつの持田」をスローガンと

し、地域福祉活動を展開しています。

　平成２４年度は、黄色いハンカチ運動の継続実施、８０

歳以上の高齢者を対象としたサロンの推進、集落中心地に

設置してあるふれあいベンチの有効活用、バーベキューな

どを通した世帯間交流の実施など、様々な活動に取り組み

ました。

　モデル集落の指定を受けてからの２年間で、高齢者の割

合が更に高くなった持田区。しかし、様々な活動に取り組

んできたことによって、年々集落のあちらこちらから元気

な笑い声が聞こえてくるようになりました。

　今後も、「継続は力なり」をキャッチフレーズにして、

高齢者を支える活動や、区民自身にしかできないことを発 

見し、引き出していく

など、生きがいを感じ

てもらえるような取り

組みを展開していく予 

　　　　　　　　　　　　　　　　 定です。

■朝霧区（２年目）
　朝霧区では、高齢者と

子どもの交流に重点を置

き、活動しました。

　あさぎり農園でいも掘

り・焼いも大会を実施し

たり、納涼祭にはサロン

スタッフや子ども会が出

店するなどして区民との

交流を図りました。また、あさぎり公園の整備を行なうこ

とで、高齢者・子どもそれぞれが気持ちよく使える環境を

つくることができました。企画を通じ、高齢者と子どもと

の良いコミュニケーションが図れたようです。

　今後は、高齢者と若者・子どもたちの交流の機会を増や

すことができるような楽しいイベントを企画していく予定

です。また、集落の多くの人の合意のもと、区民が協力し、

より良い集落をつくり上げることを目標としています。

■塩坂越区（３年目）
　モデル指定最終年度となった塩坂越区。最終年度には、

主に２年目までにしてきたことを維持発展させる活動を実

施しました。

　高齢者がおしゃべりをする場としてのベンチ等の整備、

海岸清掃や「子ども屋台」と称した小学生と区民とのふれ

あいの場となる活動、夜番活動の発展として緊急時の情報

管理の整備を実施しました。これらの活動を通して、区内

で高齢者が集う姿が見られるようになったり、子どもたち

も区民のためにと大変意欲的に活動することができるなど、

区全体に笑顔や活気が広がっていったようです。

　モデル指定が終了となりますが、活動を実施した中でみ

えてきた課題もあり、今

後も「家族」をキーワー

ドとした集落づくりを進

めていきます。

「楽しい向笠・輝く向笠・躍動する向笠」
■向笠区（１年目）

■横渡区（１年目）

誰もが安心して暮らせる仕組みづくりを！

「持ちつ持たれつの持田」

家族を中心とした集落づくり

世代間交流を目指して…

住民の結束力を高める！！

向笠区「きば～ろ向笠大博覧会」



　障がい者や障がい児の日中の活動の場を提供し、見守りや自立した生活を送る

ための日常的な訓練などの支援を実施することで、日常的に介護している家族の

負担の軽減や就労支援を目的としたサービスです。

　利用するには、受給者証が必要となります。まずは福祉課（62-2703）に相

談しましょう。

サービス事業所のご案内

日中一時支援って？？

町内の日中一時支援事業所は以下のとおりです。

事業所ごとに異なりますので、

事前に確認をしてください。

長期休暇のときは？

対象者は？

利用料は？

　身体障がい者、知的障がい者、精神

障がい者、障がい児の方で、一時的に

見守り等の支援が必要な方が対象と

なります。

　利用時間によって、利用料が異なります。

　また、利用者負担額は1割となっており、月額の上限額も

所得によって定められます。

日中一時支援日中一時支援

もっと知りたい！福祉サービス！！

あれ れこ

シリーズ

どんなところ？

　特別支援学校や就学中の障がい児が多く利用されており、

放課後や長期休暇中に活動の場を提供しています。また、

日中に障がい福祉サービスを利用していない障がい者に対

して、活動の場を提供しています。

　宿泊を伴わない日帰りでの利用の中で、

ニーズに応じて送迎や食事、入浴等のサ

ービスを行います。

のの

時間及び送迎

3時間未満

3時間以上6時間未満

6時間以上

送迎加算（片道1回）

利用料（1割負担）

160円

400円

600円

54円

　春休み・夏休み・冬休みの際には、利用時間を長く実施している事業所が多くなっています。長期休暇の際でも、ご家族

は安心して利用することができます。

・Cネットふくい若狭事業所

（62-2550）

・障がい者日中活動支援施設五湖の郷

（46-1212）

・ほっとハウス

（45-3303）

※ 町外にもサービスを利用できる事業所があります。

サービス内容

　・送迎　自宅の玄関先まで送迎を行ないます。

　・入浴　身体状況に応じて入浴を行ないます。

　・食事　身体の状況や栄養を考慮した食事を提供します。

　・日常生活訓練

　　自立した生活を送るための、機能訓練を行ないます。

　・余暇活動　運動や趣味活動、屋外活動等を行ないます。

※上記の表は、町内在住の方が対象となります。

　市町村ごとに料金の設定が異なりますので、お住まいの

　市町村窓口にてご確認ください。一
般
会
費

決
算
と

予
算

平成24年度決算

平成25年度予算

（支出）　決算額：723,112,844円

（支出）予算額：683,525,000円
（収入）

（収入）　決算額：785,128,211円

予算総額：703,952,000円予算総額：703,952,000円

※介護保険及び自立支援事業における実績が上がったことにより、収入が増加しました。

※第２次若狭町地域福祉活動計画に沿って事業を運営します。

　平成２５年度も効率的運営を図り健全経営に努力します。

社会福祉協議会の自主財源のひとつである会費を使って地域福祉事業を行なっています。

平成２５年度は７月区集金時にお願いさせていただきます。ご協力よろしくお願いします。

355円

137円
地域サロン事業
（斎場無料送迎バス・地域サロン）

193円
福祉バス

（サロンバス運行）

地域福祉事業　運営費

（地域福祉活動拠点運営費）

車輌燃料費　97.2％

事務費　　　  2.8％

運営費

（ガソリン、車両費）

車両燃料費　13.6％

運営費　　　86.4％

運営費

（車両リース料）

こんな事業に これくらいの割合で こんな費用に

会費1,000円の使いみち

平成24年度会費の使いみち

事業活動収支計算書より

資金収支予算書より

お預かりした会費 ４,０２７,０２６円

外出支援事業
（病院までの送迎）

その他の収入
　 9.40％

事業収入
1.04%

受託金
5.32%

介護職員処遇改善交付金
  　　　0.26%

助成金
0.87%

補助金
3.93%

会費・寄附金
　 1.26％

介護・医療保険・自立支援費収入
77.92%

その他支出
   3.38%

積立金
3.11%

社会福祉法人減免
      0.04%

引当金
6.86%

減価償却費
   0.57%

基金組入額
  0.40%

負担金支出
  2.53%

 事業費
16.96％

人件費
63.54％

事務費
2.61％

事業収入
2.40％

受託金
5.47％

その他の収入
　0.47％

補助金
4.15％

会費・寄付金
　1.34％

介護・医療保険・自立支援費収入

86.17％

その他支出
  0.12%

退職共済預け金
     3.60%

積立預金
 0.70%

負担金
2.73%

  事業費
22.08%

 人件費
68.84％

事務費
1.93%

22円
事務費　　　20.6％

衛生管理費　79.4％

まごころ給食

（ひとり暮らし、高齢者世帯を対象に６５０円の利用料でボラン

　ティアの協力をいただいて自宅まで昼食弁当を届けています）

293円
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福祉基金

（敬称略・順不同）

物品預託

平成25年3月21日～平成25年5月20日

「社会福祉事業に役立てて下さい」と下記の方々よりご寄付をいただきました。預託

や寄付いただいた物品は、地域や若狭町社会福祉協議会にて有効に使わせていただき

ます。下記以外にも多くの方々より、使用済み切手やエコキャップ等のご寄付をいた

だきました。ありがとうございました。

welfare information このコーナーでは、福祉関係者や住民のみなさんからご提供いただいた若狭町の福祉情報を掲載しています。本誌で紹介してほしい福祉情報等ありましたら、若狭町社協までご連絡ください。福祉の情報お届けします

パレア若狭リラクゼーション施設をご利用ください！！パレア若狭リラクぜーション施設をご利用ください！！パレア若狭リラクゼーション施設をご利用ください！！

　全国老人給食協力会は、共に市民参加型食事サービスを行なう仲間という立場で、公的資金
を得ることが難しい団体、また必要性・緊急性が高い案件に支援しています。

【対象事業】
　活動立ち上げ資金助成、備品購入資金の助成、他
【助成対象】
　・活動立ち上げ資金の助成
　  近い将来食事サービス事業を始める具体的な計画がある市民参加型を基本とした団体、
　  もしくは非営利団体
　・備品購入資金の助成
　  市民参加型を基本とした食事サービスを行うボランティア団体、もしくは非営利団体
【助成金額】
　・活動立ち上げ資金の助成…上限１５万円
　・備品購入資金の助成…全国老人給食協力会会員団体：上限３０万円
　　　　　　　　　　　  その他の団体：上限１５万円
【応募方法】
　所定の申込書に必要事項を記入し、添付資料を添えて郵送にてご応募下さい。
　申込書は下記へご請求または、全国老人給食協力会ホームページ(http://www.mow.jp）より
　ダウンロードして下さい。
【応募締切】
　平成２５年６月３０日（必着）

　　　　　　　　　【問い合わせ先】
　　　　　　　　　　全国老人給食協力会事務局　〒156-0054 東京都世田谷区桜丘4-13-21
　　　　　　　　　　TEL：03-5426-2547　FAX：03-5426-2548

　タイル修繕が完了し、リニューアル！！
【営業時間】
＜平　    日＞
　１３：００～２１：００
＜土日祝日＞
　１３：００～２０：００
【定休日】 火曜日、年末年始

　マッサージチェアを新たに設置！！
　日頃の疲れを癒してください。

【休憩コーナーって？】 
・どなたでもご利用になれます。
・和室があり、テレビも設置しています。
  入浴後の休憩に、どうぞご利用ください。

若狭町斎場からのお知らせ若狭町斎場からのお知らせ若狭町斎場からのお知らせ
　高齢者を大切にする心などを学んでいただき、あわせて福祉・介
護の仕事のやりがいや魅力について認識を深めてもらうため、出張
説明または福祉職場の見学会等を行ないます。

【対象者】 県内の小・中学校の児童・生徒および保護者、教員または
                  主婦や高齢者等の地域住民グループ
【実施日】 平成２５年度内で申込者が希望する日時
　　　　（平成２６ 年２ 月末まで随時受付）
【内　容】 訪問説明会、施設見学・体験会、介護出前講座
【費　用】 無料
【申込方法】 申込書に必要事項を記入し、希望日の３週間前までに
　　　　　 郵送またはFAX にて下記あてに送付してください。

　　　　　　　　　【問い合わせ先】
　　　　　　　　　　福井県社会福祉協議会
　　　　　　　　　　〒910-8516 福井市光陽2 丁目3－22
　　　　　　　　　　TEL：0776-21-2294 　 FAX：0776-24-4187

福祉のしごと訪問説明会福祉のしごと訪問説明会福祉のしごと訪問説明会

　公民館を拠点に各種団体、関係者、地域住民が連携しながら、独自の地域福祉活動に取り組んでいる島根県松江市。住民自らが公民館運営
に携わり、地域福祉活動と公民館活動を融合させた独自の実践方法は「松江方式」と呼ばれ全国的にも有名になりました。
　そんな松江市の中でも、小学生と地域の高齢者の交流を目的とした「葉ボタン交流」、団塊世代の地域デビューを支援する「ほっき井戸端会」
などユニークな取り組みを行なっている法吉地区。その中心的存在として地域住民の原動力を引きだしながら活動されている講師より、実践
事例を交えながら地域における支え合いのシステムづくりや協働の方法など、今後の小地域福祉活動へのヒントをお話いただきます。
　またセミナー後半は、町内の活動事例として、小地域福祉活動推進モデル集落の事例発表を行ないます。
　この機会にまちづくりについて考えてみませんか？

気　山　　小川　成治

成願寺　　村田　義浩

匿　名

匿　名

100,000円

100,000円

100,000円

50,000円

みそみ女性の会

小　川　　古崎　邦夫

匿　名

せっけん、タオル

介護用品

介護用品

助成金情報助成金情報助成金情報

「愛の声かけ配食運動」市民参加型食事サービス活動助成

【講演会】
　演題：公民館及び諸団体との協働による法吉地区
　　　  社会福祉協議会の活動について
　講師：石原　智治　氏
　　　　（松江市法吉地区社会福祉協議会会長）
【事例発表】
　「小地域福祉活動推進モデル集落事例発表」
　発表：向笠区・グリーンハイツ自治会・気山区
　コーディネーター：石原　智治　氏

○日時…７月２７日（土）１３：３０～１６：００（開場１３：００）
○開演時間…１３：３０
○会場…パレア若狭音楽ホール
○入場無料（※申込不要）

　　　　　　　　　　【問い合わせ先】
　　　　　　　　　　　若狭町社会福祉協議会　いずみ事業所
　　　　　　　　　　　TEL：0770-45-2837　担当：満田

パレアの湯 休憩コーナー

関係役員・委員決定のお知らせ関係役員・委員決定のお知らせ関係役員・委員決定のお知らせ
　前回号で掲載いたしました本会評議員及びボランティアセンター運営委員が決定いたしま
したので、お知らせします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略・順不同）

　【評議員】                                                                                        【ボランティアセンター運営委員】
　・ボランティア　　　　　　　・子供会育成会 　　　　　・ボランティア活動実践者
　  小堀　美穂（北前川）　　　　小西　洋（常神）　　　　   奥野　浩幸（日本電気硝子）
　  北原　淳（下タ中）                      北川　真（天徳寺）

小地域福祉活動推進セミナー「広がるご近所福祉」開催！！小地域福祉活動推進セミナー「広がるご近所福祉」開催！！小地域福祉活動推進セミナー「広がるご近所福祉」開催！！

匿　名

匿　名

30,000円

2,000円

【料金表】
　町外一般　５００円
　町内一般　４００円
　小人（小学生以下）    １００円
　幼児（3歳未満）　 無料
※ レンタルタオルもあります。

その他にも…

～マッサージ～

　２名のマッサージ・セラピストが癒し空間を展開中♪（予約優先）
【田上　紀子】
  木曜日、土曜日　１１：００～１９：３０
　＜MENU＞
　・着衣のままのボディワーク
　・全身オイルマッサージ
　・心のブロック解除

【滝本　和江】
 金曜日　１０：００～１６：００
　＜MENU＞
　・若石健康法
　・ヘッドセラピー
　・チタンリンパマッサージ

【営業時間】 １０：００～１８：００
【定休日】 火曜日、日曜日、年末年始
【料　金】 カット　１，０００円
【直通電話】 080-1952-3221

　【問い合わせ先】
　若狭町社会福祉協議会　パレア若狭本所
　TEL：0770-62-9005　担当：水江

～カットハウス　きんもくせい～

　このたび、設備整備のためにとお寄せいただ

いた寄付金を活用し、地域福祉センター泉に福

祉車両１３台を入庫できる車庫を新設させてい

ただきました。

　ご寄付いただいたみなさまのご厚志に感謝し、

今後ますます充実した福祉サービスの提供に努

めてまいります。心よりお礼申し上げます。

車庫新設～地域福祉センター泉～

　大型犬などを火葬する際に運搬でお困りの方や、ペットを棺に入
れて火葬したい方は、いらっしゃいませんか？社会福祉協議会では、
そんな飼い主のお気持ちに応えるため、ペット用の棺を販売いたし
ます。大切なペットとの最後のお別れに、是非お買い求め下さい。

【大　型】　　　　　　　　　　　【中　型】
外寸120㎝×60㎝×30㎝　　　　 外寸90㎝×60㎝×30㎝
価格 ５，０００円（税込）　　　      価格 ４，０００円（税込）

　　　　　　　　　　　　【問い合わせ先】
　　　　　　　　　　　　　若狭町斎場
　　　　　　　　　　　　　TEL：0770-45-1701　 担当：西野

76 社協だより Vol.32 2013年6月発行社協だより Vol.32 2013年6月発行




